
 

駐車場施設の附置に関する条例に基づく届出について 

 

〔提出書類〕 

事業地内に設置の場合 特例適用〔隔地駐車場の場合〕 

1.駐車施設設置届 

2.建築物調書 

3.区域図 

4.公図写 

5.土地利用計画図 

6.平面図（各階） 

7.立面図 

8.断面図 

9.面積表（対象床面積の一覧表） 

10.駐車施設平面図 

（設置台数を確認できる図面であること)  

11.機械式駐車場設計図 ※設置時のみ 

12.登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し 

1.駐車施設承認申請書 

2.建築物調書 

3.区域図（隔地駐車場含む） 

4.公図写 

5.土地利用計画図 

6.平面図（各階） 

7.立面図 

8.断面図 

9.面積表（対象床面積の一覧表） 

10.駐車施設平面図 

 （設置台数を確認できる図面であること) 

〔自己所有地による場合〕 

11.登記事項証明書 

〔借地による場合〕 

12.賃貸借契約書の写し（仮契約書可） 

〔承認後〕 

13.駐車施設設置届 

14.賃貸借契約書の写し（仮契約書可） 

15.駐車施設承認通知書の写し 

 

〔手続の流れ〕 

 

 

 建築物の新築、増築、用途変更の行為 

附置義務条例事前相談 

 

附置義務台数の算定・設置計画 

事業地内での駐車施設の設置 

1. 駐車場整備地区内であること 

2. 建築物用途が該当するか 

3. のべ床面積の確認 

 附置義務条例対象外 

NO YES 

YES 

NO 

駐車場施設設置届 

駐車施設承認申請書 

承認 

建築確認申請 

設置完了届 完成検査 


